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中会社の評価事例 

 

 大宮寝装株式会社の代表取締役社長 大宮太郎は、平成 27 年 2 月 28 日に死亡し、同人の持株はすべ

て長男一郎が相続しました。 

 同社の株式は、取引相場のない株式で、その株式の評価に必要な参考事項は、次のとおりです。 

 なお、同社は課税時期において、仮決算を行っておりません。 

 

1 事業内容 寝装具類卸売（100%） 従業員数 6名 

  全員が継続勤務従業員です。 

2 事業年度 年 1回 3月決算 （開業年月日 昭和 55年 4月 1日） 

3 資本金  課税時期（27.2.28） 20,000千円 

    直前期末（26.3.31） 20,000千円 

       発行済株式数      40,000株（普通株式） 

       払込否認に係る資本金はありません。 

       会社法第 108条第 1項に揚げる種類株式の発行はありません。 

4 直前期末の総資産価額 160,765,393円＋1,213,699円＝161,979,092円 

       売掛金、受取手形に対する貸倒引当金が 1,213,699円あります。 

       減価償却資産に関する償却は直接法によっています。 

5 直前期末以前 1年間の取引金額 323,180千円 

6 直前期（25.4.1～26.3.31）の法人税の課税所得金額等は、後に掲げる法人税の申告書のとおりです。 

7 前払費用は、損害保険料の未経過分で財産性のないものです。 

8 相続税評価額による 1株当たりの純資産価額を計算するための資産ごとの相続税評価額は、次のとお 

りです。 

(1) 預金の既経過利子   68千円（税引後） 

(2) 受取手形の評価減         720千円 

(3) 有価証券           7,500千円 

(4) 建物        16,560千円 

 （注） 課税時期前 3年以内に取得したものはありません。 

(5) 車輛      1,300千円 

(6) 器具備品                       687千円 

(7)  土地     195,450千円（２筆分） 

 （注）195,450千円のうち、1筆は課税時期前 3年以内に取得した土地について取得価額 

  5,000千円（課税時期における通常の取得価額に相当するものと認められます。）を計上しました。 

    残りの 1筆は、路線価方式で評価した価格 190,450千円である。 

(8)  借地権     139,700千円 

(9) 電話加入権            12千円 

⑽ 保険積立金の解約返戻金     1,200千円 

⑾ その他の資産については、帳簿価額とします。 
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 9 直前期（25.4.1～26.3.31）に配当金交付の効力が発生した剰余金の配当金額は、「株主資本等変動計

算書」のとおりです。 

10 死亡退職金として 5,000千円を支給することが決定しています。 

11 直前々期（24.4.1～25.3.31）の法人税の課税所得金額等は、次のとおりです。 

 (1) 法人税の課税所得金額    15,865千円 

  (2) 受取配当等の益金不算入額    74千円 

  (3) 同上の所得税額         15千円 

 (4) 非経常的な利益          0千円 

  (5) 損金の額に算入した繰越欠損金   0千円 

  (6) 交付の効力が発生した剰余金の配当金額 2,000千円（平成 24年 5月の株主総会で決議） 

12 平成 26年 5月 28日の株主総会の決議により、剰余金の配当として 2,000千円の交付が確定してい 

ます（支払基準日 平成 26年 3月 31日、源泉徴収税率は 20.42%）。 

 

 

以上 
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（1）評価事例に基づく決算報告書 
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大宮寝装　株式会社

貸 借 対 照 表

平成 26 年  3 月 31 日現在
単位 円

資 産 の 部

【         】流 動 資 産

現 金 及 び 預 金 9,423,720

受 取 手 形 39,566,000

売 掛 金 27,510,000

有 価 証 券 750,000

商 品 36,540,000

前 払 費 用 108,500

短 期 貸 付 金 2,000,000

仮 払 金 1,121,640

貸 倒 引 当 金 ;1,213,699

流 動 資 産 合 計 115,806,161

【         】固 定 資 産

（            ）有 形 固 定 資 産

建 物 27,254,212

車 輌 運 搬 具 1,591,913

工 具 器 具 備 品 689,832

土 地 10,000,000

有形固定資産合計 39,535,957

（            ）無 形 固 定 資 産

借 地 権 3,200,000

電 話 加 入 権 423,275

無形固定資産合計 3,623,275

（                ）投資その他の資産

保 険 積 立 金 1,000,000

投資その他の資産合計 1,000,000

固 定 資 産 合 計 44,159,232

【         】繰 延 資 産

繰 延 資 産 800,000

繰 延 資 産 合 計 800,000

資 産 の 部 合 計 160,765,393

負 債 の 部

【         】流 動 負 債

支 払 手 形 44,600,000

買 掛 金 39,915,000

短 期 借 入 金 31,000,000

預 り 金 1,722,000

法人税等引当金 6,407,940

流 動 負 債 合 計 123,644,940

【         】固 定 負 債

長 期 借 入 金 2,645,000

固 定 負 債 合 計 2,645,000

負 債 の 部 合 計 126,289,940
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純 資 産 の 部

【         】株 主 資 本

（       ）資 本 金

資 本 金 20,000,000

資 本 金 合 計 20,000,000

（          ）利 益 剰 余 金

利 益 準 備 金 2,000,000

別 途 積 立 金 3,000,000

繰越利益剰余金 9,475,453

利益剰余金合計 14,475,453

株 主 資 本 合 計 34,475,453

純資産の部合計 34,475,453

負債及び純資産の部合計 160,765,393
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大宮寝装　株式会社

損 益 計 算 書

自 平成 25 年  4 月  1 日

至 平成 26 年  3 月 31 日
単位 円

【         】純 売 上 高

売 上 高 323,180,000 323,180,000

【         】売 上 原 価

期 首 棚 卸 高 33,518,000

商 品 仕 入 高 262,593,000

合 計 296,111,000

期 末 棚 卸 高 36,540,000 259,571,000

売 上 総 利 益 63,609,000

【                    】販売費及び一般管理費

役 員 報 酬 8,510,000

従業員給料賞与 16,660,000

減 価 償 却 費 2,792,804

租 税 公 課 3,555,575

交 際 接 待 費 5,212,000

寄 附 金 440,000

貸倒引当金繰入 1,213,699

その他の営業費 7,346,264 45,730,342

営 業 利 益 17,878,658

【          】営 業 外 収 益

受 取 利 息 538,300

受 取 配 当 金 75,000

雑 収 入 606,895 1,220,195

【          】営 業 外 費 用

支払利息割引料 3,480,700

貸 倒 償 却 500,000 3,980,700

経 常 利 益 15,118,153

【         】特 別 利 益

貸倒引当金戻入 1,453,000 1,453,000

税引前当期純利益 16,571,153

法人税、住民税及び事業税 8,000,000

当 期 純 利 益 8,571,153
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（1）評価事例に基づく法人税申告書 
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特 定
同族会社

F 0B 107

同族会社 非同族会社

普 通 法 人非営利型法人

非中小法人等

税
務
署 受

付
印

税務署長殿

平成 年 月 日

納税地

(フリガナ)

法人名

(フリガナ)

代表者

自署押印

電話 －( )

所

管

業
種
目

概
況
書

要

否

別

表

等

事 業 種 目

期末現在の資本金の
額又は出資金の額

経理責任者
自 署 押 印

旧納税地及び
旧法人名等

添付書類

貸借対照表、損益計算書、株主(社員)資
本等変動計算書又は損益金処分表、勘定

※

税

務

署

処

理

欄

一連番号

整理番号

事業年度
（至）

売上金額

申告年月日

申 告 区 分 庁 指 定 局指定 指導等 区 分

通 信 日 付 印 確認印 省
略
年
度
処
理

直
前
事
業

年 月 日

兆 十億 百万

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

翌年以降
送付要否

要 否平成 年 月 日

平成 年 月 日

事業年度分の 申告書

中間申告の場合

の 計 算 期 間

平成 年 月 日

平成 年 月 日

十 億 百 万 千 円 十 億 百 万 千 円

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39
40

41

42

43

44

45

46

所得金額又は欠損金額

（別表四｢48の①｣）

法 人 税 額
(36)又は(37)

法 人 税 額 の 特 別 控 除 額

差 引 法 人 税 額
(2) － (3)

連結納税の承認を取り消された

課税土地譲渡利益金額
（別表三(二)｢24｣+別表三(二の二)｢25｣+

利

益

金

土

地

譲

渡

留

保

金

同上に対する税額
(38)+(39)+(40)

課 税 留 保 金 額
(別表三(一)｢39｣)

同上に対する税額
(別表三(一)｢47｣)

(((10)-(11))と(43)のうち少ない金額)

法 人 税 額 計
(4)＋(5)＋(7)＋(9)

仮装経理に基づく過大申告

控 除 税 額

(10)－(11)－(12)
差引所得に対する法人税額

中間申告分の法人税額

差引確定
法人税額
(13)-(14)

中間申告の場合はその
税額とし、マイナスの
場合は、(17)へ記入

こ
の
申
告
に
よ
る
還
付
金
額

こ
の
申
告
が
修
正
申
告
で
あ
る
場
合

こ

の

申

告

前

の

所得税額等の還付金額

(45)

中 間 納 付 額
(14)－(13)

欠損金の繰戻しに

よる還付請求税額

計

(16)＋(17)＋(18)

所得金額又は
欠 損 金 額

課税土地譲渡
利 益 金 額

課税留保金額

法 人 税 額

還 付 金 額

この申告により納付すべき法

欠損金又は災害損失金等の当期控除額
(別表七(一)｢4の計｣＋(別表七(二)｢9｣

翌期へ繰り越す欠損金又は災害損失金

(別表七(一)｢5の合計｣)

人税額又は減少する還付請

求税額(((15)-(23))若しくは

((15)+(24))又は((24)-(19)))

こ
の
申
告
前
の

あ
る
場
合
の

修
正
申
告
で

こ
の
申
告
が

欠損金又は災害損失金
等 の 当 期 控 除 額

翌期へ繰り越す欠損金
又 は 災 害 損 失 金

外

外

外

外

法

人

税

額

の

計

算

中
小
法
人
等
の
場
合
そ
の
他
の

法
人
の
場
合

税

額

の

内

訳

土

地

譲

渡

控

除

税

額

の

計

算

(1)の金額又は800万円×

相当額のうち少ない金額
12

のう ち年 8 0 0 万 円
相 当額を超える金額

(1)－(30)

(1)

所 得 金 額 (1)
(30)＋(31)

(30)

法 人 税 額
(34)＋(35)

の 1 5 ％ 相 当 額

(31) の 2 5 . 5 ％ 相 当 額

法 人 税 額
（(33)の25.5％相当額）

土 地 譲 渡 税 額

所 得 金 額 (1)

（別表三(二)｢27｣）

同 上
（別表三(二の二)｢28｣）

土

地

譲

渡

土 地 譲 渡 税 額
（別表三(三)｢23｣）

(別表六(一)｢6の③｣)

外 国 税 額
（別表六(二)｢16｣）

計
(41)＋(42)

控 除 し た 金 額
(12)

控除しきれなかった金額

(43)－(44)

剰余金・利益の配当

平成 年 月 日決算確

す

る

金

融

機

関

等

口座
番号

※税務署処理欄

ゆうちょ銀行の

銀 行

預金

郵便局名等

税 理 士
法 0301－0101

別
表
一
(一)

普
通
法
人
（
特
定
の
医
療
法
人
を
除
く
。
）
、
一
般
社
団
法
人
等
及
び
人
格
の
な
い
社
団
等
の
分
…
…

円

－

0 0 0

0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0 0

0 0

代表者

住 所

の更正に伴う控除法人税額

税

額

の

内

訳

別表三(三)｢20｣)

科目内訳明細書、事業概況書、組織再編

署 名 押 印

還
付
を
受
け
よ
う
と

印

印

印

税理士法第30条
の 書 面 提 出 有

税理士法第33条
の2の書面提出有

所 得 税 の 額

若しくは｢21｣又は別表七(三)｢10｣))

成に係る契約書等の写し、組織再編成に
係る移転資産等の明細書

(剰余金の分配)の金額

同 非 区 分

一般社団・財団
法人の区分

金庫･組合

農協･漁協

本店･支店

出 張 所

本所･支所

貯金記号番号

1

期
末
の
資
本
金
の
額
又
は
出
資
金
の
額
が
一
億
円
以
下
の
法
人
の
う
ち
、
次
の
①
か
ら
③
ま
で
の
い
ず
れ
か
の
法
人
（

御注意

同上が１億円以下の普通法人のうち中小法人等に該当しないもの

①
資
本
金
の
額
又
は
出
資
金
の
額
が
五
億
円
以
上
で
あ
る
法
人

②
法
人
税
法
第
４
条
の
７
に
規
定
す
る
受
託
法
人

（

２

に

お

い

て

「
受
託
法
人
」
と
い
い
ま
す
。）

③

相

互

会

社

2

「

30」

か

ら

「

32」

ま
で
の
各
欄
は
、
期
末
の
資
本
金
の
額
若
し
く
は
出
資
金
の
額
が
一
億
円
以
下
の
法
人
、
資
本
若
し
く
は
出
資
を
有
し
な
い
法
人
、
一
般
社
団
法
人
等
又
は
人
格
の
な
い
社
団
等（

１
に
該
当
す
る
非
中
小
法
人
等
、
受
託
法
人
及
び
相
互
会
社
を
除
き
ま
す
。）

に
該
当
す
る
場
合
に
記
載
し
ま
す
。 定の日

残余財産の最
後の分配又は
引渡しの日

平成 年 月 日

適用額明細書
提出の有 無

有 無

以
下
「

大
法
人
」
と
い
い
ま
す
。
）
と
の
間
に
こ
れ
ら
の
大
法
人
に
よ
る
完
全
支
配
関
係
が
あ
る
法
人
に
該
当
す
る
場
合
又
は
当
該
法
人
と
の
間
に
完
全
支
配
関
係
が
あ
る
全
て
の
大
法
人
が
有
す

る
株
式
及
び
出
資
の
全
部
を
い
ず
れ
か
一
の
大
法
人
が
有
す
る
も
の
と
み
な
し
た
と
き
に
そ
の
一
の
大
法
人
に
よ
る
完
全
支
配
関
係
が
あ
る
こ
と
と
な
る
法
人
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
こ
の
表
の
上
段
の
「

非
中
小
法
人
等
」
を
○
で
囲
み
ま
す
。

場合等における既に控除された
法人税額の特別控除額の加算額

(別表六(六)｢27｣+別表六(七)｢16｣+別表六(八)｢19｣+別表六(十)
｢23｣+別表六(十一)｢23｣+別表六(十二)｢22｣+別表六(十三)｢32｣
+別表六(十四)｢24｣+別表六(十五)｢22｣+別表六(十六)｢25｣+別
表六(十七)｢15｣+別表六(十八)｢16｣+別表六(十九)｢22｣+別表六
(二十)｢13｣+別表六(二十一)｢24｣+別表六(二十二)｢12｣)

浦和
26

18302036

5 30

さいたま市○○区常盤４－４－１１

048 338 0000
ｵｵﾐﾔｼﾝｿ ｳ ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ

大宮寝装　株式会社

ｵｵﾐﾔ ｲﾁﾛｳ

20,000,000

青色申告

寝装具卸売業

25  4  1

26  3 31

確　定

3827010

3827010

3827010

93775

37332

13770

23562

8000

10302

18302

93775

93775

93775

1200000

2627010

3827010

2000000

12

平　

二
十
五
・
四
・
一
以
後
終
了
事
業
年
度
分

26 528

324

15



F 5B 010

別
表
一

こ
の
申
告
が
修
正
申
告
で
あ
る
場
合

課 税 標 準 法 人 税 額
1

2

3

4

5

8

6

7

9

課 税 標 準 法 人 税 額 等 の 計 算

こ

の

申

告

前

の

課税標準法人税額

控 除 税 額

この申告により納付す

(((4)－(8))若しくは
((4)＋(9))又は((9)－(5)))

復興特別法人税額

還 付 金 額

税
務
署 受

付
印

税務署長殿

平成

納 税 地

(フリガナ)

法 人 名

(フリガナ)

代 表 者
自署押印

電話 －( )

平成 年 月 日

平成 年 月 日

10

経理責任者
自署押印

旧納税地及び
旧法人名等

※

税

務

署

処

理

欄

課税事業年度分の復興特別法人税申告書

((15)又は0)

復 興 特 別 法 人 税 額

(1)×10％

控 除 税 額

(16)＋(18)

差引この申告により納付

(2)－(3)

この申告による還付金額

(20)

課

税

標

準

法

人

税

額

の

計

算

基

準

法

人

税

額

の

計

算

法 人 税 額
(法人税申告書別表

｢2｣､別表一(三)｢2｣､ 11
別表一の二(一)｢2｣､別

別表一の二(三)｢2｣)

12

13

14
基 準 法 人 税 額

(11)－(12)＋(13)

15
課税標準法人税額

((14)又は((14)×　　))

控

除

税

額

の

計

算

外国税額の控除額
16

17

18

19

20

(別表三｢11｣又は｢19｣)

復興特別所得税の額

(別表二｢6の③｣)

復 興 特 別 所 得

(((2)－(16))と(17)のう

控 除 し た 金 額

(3)

控除しきれなかった

(17)－(18)

残余財産の最後の分配

又 は 引 渡 し の 日

還
付
を
受
け
よ
う
と

平成 年

十 億 百 万 千 円 十 億 百 万 千 円

十 億 百 万 千 円 十 億 百 万 千 円

所

管

業

種

目

要

否

印

印

代 表 者
住 所

一 連 番 号

連結グループ
整 理 番 号

整 理 番 号

申 告 年 月 日
年 月 日

申 告 区 分 庁 指 定 局指定 指導等 区 分

通 信 日 付 印 確 認 印

年 月 日

税理士法第33条
の2の書面提出有

税理士法第30条
の 書 面 提 出 有

べき復興特別法人税額

一(一)｢2｣､別表一(二)

表一の二(二)｢2｣又は

法人税額の特別控除額
(法人税申告書別表一

別表一(三)｢3｣､別表一
の二(一)｢3｣､別表一の

の 二 ( 三 ) ｢ 3 ｣ )

(一)｢3｣､別表一(二)｢3｣､

二(二)｢3｣又は別表一

連結納税の承認を
取り消された場合等

れた法人税額の特別
控除額の加算額

における既に控除さ

(法人税申告書別表一(一)
｢5｣､別表一(二)｢5｣､別表一

別表一の二(二)｢5｣又は別

表 一 の 二 ( 三 ) ｢ 5 ｣ )

(三)｢5｣､別表一の二(一)｢5｣､

税 の 控 除 額

ちいずれか少ない金額)

復興特別所得税の額

す

る

金

融

機

関

等 ※税務署処理欄

ゆうちょ銀行の

銀 行

預金

郵便局名等

税 理 士

－

署 名 押 印
印

金庫･組合

農協･漁協

本店･支店

出 張 所

本所･支所

貯金記号番号

各
課
税
事
業
年
度
の
復
興
特
別
法
人
税
に
関
す
る
申
告
書
…
…

0 0 0

0 0

0 0

0 0 0

0 0

0 0 0

すべき復興特別法人税額

月 日

口座
番号

年 月 日

（ ）

3827

平　

二
十
五
・
四
・
一
以
後
終
了
課
税
事
業
年
度
分

浦和
26 5 30

さいたま市○○区常盤４－４－１１

048 338 0000
ｵｵﾐﾔｼﾝｿｳ ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ

大宮寝装　株式会社

ｵｵﾐﾔ ｲﾁﾛｳ

25  4  1

26  3 31

3827

3827

1970

3807

0

3827010

3827010

1970

1970

1970

0

16



25

さいたま市○○区常盤4-4-1　

40,000

大宮寝装　株式会社
 4  1

26  3 31

23,600

59.0

平　

二
十
五
・
四
・
一
以
後
終
了
事
業
年
度
又
は
連
結
事
業
年
度
分

さいたま市○○区常盤4-4-1　

さいたま市○○区常盤4-4-1　

さいたま市○○区常盤4-4-1　

○○市並木452

○○市仲町41

1

3

2

1

1

大宮　太郎

宇都宮　三郎

水戸　二郎

大宮　礼子

大宮　一郎

大宮　花子 妻

本人

本人

長男の妻

長男

2,600

8,000

2,400

2,600

4,000

4,000

株 株

株 株

1

3

2

1

1

2,600

8,000

2,400

2,600

4,000

4,000

40,000

23,600

59.0

59.0

1 1

法

人

名

別
表
二

法　0301－0200

・ ・

・ ・
同族会社等の判定に関する明細書

期末現在の発行済株式の総数又

は出資の総額

(19)と(21)の上位３順位の株式

数又は出資の金額

株 式 数 等 に よ る 判 定
(2)

(1)

1

2

3

(21)の上位１順位の株式数又は

出資の金額

株 式 数 等 に よ る 判 定

判 定 結 果

％

11

12

18

％

判 定 基 準 と な る 株 主 等 の 株 式 数 等 の 明 細

順位

判定基準となる株主（社員）及び同族関係者

住 所 又 は 所 在 地 氏 名 又 は 法 人 名

判 定 基 準

本 人

株式数又は出資の金額等

被支配会社でない法人株主等

19

そ の 他 の 株 主 等

21

(11)

(1)

特 定 同 族 会 社

同 族 会 社

非 同 族 会 社

事業年度

又は連結

事業年度

期 末 現 在 の 議 決 権 の 総 数 4

(20)と(22)の上位３順位の議決

権の数
5

議 決 権 の 数 に よ る 判 定
(5)

(4)

6

期 末 現 在 の 社 員 の 総 数 7

社員の３人以下及びこれらの同族関係

者の合計人数のうち最も多い数
8

社 員 の 数 に よ る 判 定
(8)

(7)

9

同 族 会 社 の 判 定 割 合

（(3)、(6)又は(9)のうち最も高い割合）
10

同

族

会

社

の

判

定

特

定

同

族

会

社

の

判

定

(22)の上位１順位の議決権の数 13

議 決 権 の 数 に よ る 判 定

14(13)

(4)

(21)の社員の１人及びその同族関係者

の合計人数のうち最も多い数

社 員 の 数 に よ る 判 定

15

16(15)

(7)

特 定同族会社の判定割合

（(12)、(14)又は(16)のうち最も高い割合）
17

％

％

％

％

株式

数等

議決

権数

となる株主等

と の 続 柄

20 22

株式数又は

出資の金額
議決権の数

株式数又は

出資の金額
議決権の数

内

内

17



法

人

名

別
表
四
（
簡
易
様
式
）

法　0301－0402

・ ・

・ ・

事
業
年
度

所得の金額の計算に関する明細書

区 分
総 額

処 分

留 保 社 外 流 出

① ② ③

当 期 利 益 又 は 当 期 欠 損 の 額

（ 附帯税を除く。） 　　　　　　

損 金 経 理 を し た 道 府 県 民 税
（利子割額を除く。）及び市町村民税

損金経理をした道府県民税利子割額

損 金 経 理 を し た 納 税 充 当 金

損金経理をした附帯税(利子税を除く｡)､
加算金､延滞金(延納分を除く｡)及び過怠税

役 員 給 与 の 損 金 不 算 入 額

減 価 償 却 の 償 却 超 過 額

小 計

納税充当金から支出した事業税等の金額

減 価 償 却 超 過 額 の 当 期 認 容 額

受 取 配 当 等 の 益 金 不 算 入 額
（別表八(一)｢15｣又は｢31｣）

法人税等の中間納付額及び過誤納に係る
還付金額

所得税額等及び欠損金の繰戻しによる還
付金額等

小 計

仮 計
(1 )＋(11 )－(21 )

寄 附 金 の 損 金 不 算 入 額
（別表十四(二)｢24｣又は｢40｣）

税額控除の対象となる外国法人税の額
（別表六(二の二)｢7｣）

合 計

(25)＋(26)＋(30)＋(31)

新 鉱 床 探 鉱 費 又 は 海 外 新 鉱 床 探 鉱
費の特別控除額　（別表十(四) ｢ 4 0 ｣）

総 計

契 約 者 配 当 の 益 金 算 入 額
（別表九(一)｢13｣）

差 引 計

欠損金又は災害損失金等の当期控除額

所 得 金 額 又 は 欠 損 金 額

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

18

19

20

21

22

26

30

31

34

41

40

35

38

39

48

配 当

そ の 他

そ の 他

そ の 他

※

※

そ の 他

そ の 他

※

※

外 ※

外 ※

外 ※

外 ※

外 ※

外 ※

円 円 円

加

算

減

算

△ △

△△

そ の 他

（簡易様式）

簡

(34)＋(35)＋(37)

移転資産等の譲渡利益額又は譲渡損失額
非適格合併又は残余財産の全部分配等による 37 ※

そ の 他交 際 費 等 の 損 金 不 算 入 額

御注意

沖
縄
の
認
定
法
人
の
所
得
の
特
別
控
除
、
国
際
戦
略
総
合
特
別
区
域
に
お
け
る
指
定
特
定
事
業
法
人
の
課
税
の
特
例
、
認
定
研
究
開
発
事
業
法
人
等
の
課
税
の
特
例
、
組
合
事
業
等
に
係
る
損
失
が
あ
る
場
合
の
課
税
の
特
例
、
対
外
船

舶
運
航
事
業
を
営
む
法
人
の
日
本
船
舶
に
よ
る
収
入
金
額
の
課
税
の
特
例
、
特
定
目
的
会
社
等
又
は
特
定
目
的
信
託
に
係
る
課
税
の
特
例
、
農
業
経
営
基
盤
強
化
準
備
金
の
課
税
の
特
例
、
農
用
地
等
を
取
得
し
た
場
合
の
課
税
の
特
例
、

「　

」
の
「
①
」
欄
の
金
額
は
、
「
②
」
欄
の
金
額
に
「
③
」
欄
の
本
書
の
金
額
を
加
算
し
、
こ
れ
か
ら
「
※
」
の
金
額
を
加
減
算
し
た
額
と
符
合
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
か
ら
留
意
し
て
く
だ
さ
い
。

48

12

外国子会社から受ける剰余金の配当等の益金不算入額
（別表八(二)｢13｣）

※

(38)＋(39)

受 贈 益 の 益 金 不 算 入 額 16

17適格現物分配に係る益金不算入額

※

※

年 度 に 係 る 事 業 税 の 損 金 算 入 額
残 余 財 産 の 確 定 の 日 の 属 す る 事 業 47 △ △

（ 別 表 七 ( 一 ) ｢ 4 の 計 ｣ ＋ （ 別 表 七 ( 二 ) ｢ 9 ｣ 若 し く は ｢ 2 1 ｣
又 は 別 表 七 ( 三 ) ｢ 1 0 ｣ ) )

損金経理をした法人税及び復興特別法人税

法人税額から控除される所得税額及び復興特別法人税額
から控除される復興特別所得税額（別表六(一)｢6の③｣
＋復興特別法人税申告書別表二｢6の③｣)

関
西
国
際
空
港
用
地
整
備
準
備
金
の
課
税
の
特
例
、
中
部
国
際
空
港
整
備
準
備
金
の
課
税
の
特
例
及
び
再
投
資
等
準
備
金
の
課
税
の
特
例
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
法
人
に
あ
っ
て
は
、
別
様
式
に
よ
る
別
表
四
を
御
使
用
く
だ
さ
い
。

関連者等に係る支払利子等の損金不算入額
（別表十七(二の二)｢25｣）

仮 計

23

25
((22)から(24)までの計)

（別表十七(二の三)｢10｣）
超 過 利 子 額 の 損 金 算 入 額 24 △

そ の 他

※

外 ※

△

25  1 4

26  3 31
大宮寝装　株式会社

8,571,153

26,915

754,200

2,000,0006,571,153

754,200

26,915

8,000,000 8,000,000

4,100 4,100

522,939522,939

0 0

47,034

4,100

47,034

32,967

9,355,188 9,351,088

32,967

032,967
32,967

95,745

0

312,917

2,004,100
;32,967

15,922,241

312,917

17,893,374

95,745

2,412,762
;32,967

2,412,762
;32,967

15,922,24118,302,036

15,922,241

15,922,241

18,302,036

18,302,036

15,922,24118,302,036
;32,967

2,412,762

2,412,762
;32,967

貸倒引当金繰入超過額

次　葉　合　計

次　葉　合　計

平　

二
十
五
・
四
・
一
以
後
終
了
事
業
年
度
分

15,922,24117,893,374
;32,967

2,004,100

18



」

法

人

名

別
表
五

法　0301－0501

・ ・

・ ・
(一)

事
業
年
度

利益積立金額及び資本金等の額

区 分

期 首 現 在

①

利 益 準 備 金

の計算に関する明細書

利 益 積 立 金 額

当 期 の 増 減

減 増

差引翌期首現在
利 益 積 立 金 額
①－②＋③

② ③ ④

繰 越 損 益 金 ( 損 は 赤 )

納 税 充 当 金

未 納 法 人 税 及 び

（ 附 帯 税 を 除 く ｡ ）

未 納 道 府 県 民 税

（均等割額及び利子割額を含む｡）

未 納 市 町 村 民 税

（ 均 等 割 額 を 含 む ｡ ）

差 引 合 計 額

1

2

3

4

5

6

7

8

円 円 円 円

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

△

未

納

法

人

税

等

退

職

年

金

等

積

立

金

に

対

す

る

も

の

を

除

く

。

Ⅰ 利 益 積 立 金 額 の 計 算 に 関 す る 明 細 書

区 分

期 首 現 在

①

資 本 金 等 の 額

当 期 の 増 減

減 増

差 引 翌 期 首 現 在

①－②＋③

② ③ ④

Ⅱ 資 本 金 等 の 額 の 計 算 に 関 す る 明 細 書

33

34

35

36

円 円 円 円

資 本 準 備 金

差 引 合 計 額

中間

確定

中間

確定

中間

確定

32資 本 金 又 は 出 資 金

資 本 金 等 の 額

4

」

期
首
現
在
利
益
積
立
金
額
合
計

　

　

①

「

1
差
引
翌
期
首
現
在
利
益
積
立
金
額
合
計

　

　

④
1

「3
8

こ

の

表

は

、

通

常

の

場

合

に

は

次

の

算

式

に

よ

り

検

算

が

で

き

ま

す

。

3「

」

別
表
四
留
保
所
得
金
額
又
は
欠
損
金
額

中
間
分

　

確
定
分
法
人
税
県
市
民
税
の
合
計
額

＋

｜

＝

，

御 注 意

12

発

行

済

株

式

又

は

出

資

の

う

ち

に

二

以

上

の

種

類

の

株

式

が

あ

る

場

合

に

は

、

法

人

税

法

施

行

規

則

別

表

五

　

付

表

(

別

表

五
　

付

表

)

の

記

載

が

必

要

と

な

り

ま

す

の

で

御

注

意

く

だ

さ

い

。

(一)

(一)

未納復興特別法人税

減価償却超過額

貸倒引当金繰入超過額

次　葉　合　計

1,377,000

18,224,5667,258,240 3,123,185

109,715

240,200

14,089,511

480,500

9,475,4533,904,3003,904,300

4,346,1002,754,040 8,000,000 6,407,940

2,736,700

131,600

360,500
360,500

4,131,2002,754,000

165,600 275,315

2,736,900

131,600

720,700

9,475,453

3,000,000
1,000,000

47,034

522,939

47,034

3,000,000
2,000,000

522,939

1,000,000

 4

 3 3126

 125
大宮寝装　株式会社

平　

二
十
五
・
四
・
一
以
後
終
了
事
業
年
度
分

20,000,000 20,000,000

別 途 積 立 金

20,000,00020,000,000

19



法

人

名

別
表
五

法　0301－0502

・ ・

・ ・
(二)

事
業
年
度

租税公課の納付状況等に関する

税 目 及 び 事 業 年 度

期 首 現 在

明細書

未 納 税 額
当期発生税額

当 期 中 の 納 付 税 額
充 当 金 取 崩 し
に よ る 納 付

仮 払 経 理 に
よ る 納 付

損 金 経 理 に
よ る 納 付

期 末 現 在
未 納 税 額

①＋②－③－④－⑤

① ② ③ ④ ⑤ ⑥
円 円 円 円 円・

中 間

確 定

計

当

期

分

利 子 割

中 間

当

期

分

中 間

確 定

当

期

分

確 定

計

計

当 期 中 間 分

計

利 子 税

延 滞 金
（延納に係るもの）

加算税及び加算金

延 滞 税

延 滞 金
（延納分を除く｡）

過 怠 税

法
人
税
及
び
復
興
特
別
法
人
税

道

府

県

民

税

市

町

村

民

税

事

業

税

そ

の

他

損
金
算
入
の
も
の

損
金
不
算
入
の
も
の

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

納 税 充 当 金 の 計 算

期 首 納 税 充 当 金

損金経理をした納税充当金

計
(32)＋(33)

法 人 税 額 等
(5の③)＋(11の③)＋(16の③)

事 業 税
　　　　　（20の③）　　　　　

損 金 算 入 の も の

繰

入

額

取
崩
額

取

崩

額

そ

の

他

損 金 不 算 入 の も の

仮 払 税 金 消 却

計
(35)＋(36)＋(37)＋(38)＋(39)＋(40)

期 末 納 税 充 当 金
　　　　　(31)＋(34)－(41)　　　　　

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

円 円

円

・

・
・

・
・

・
・

・

・

・
・

・

・

・

・

・
・

・
・

・
・

・
・

・

・

・
・

・

・

・

・

2,736,900

0

0

1,377,000

2,754,200

3,377,0004,113,9002,754,200

754,200

2,736,900

1,377,000

2,000,000

165,600

241,315165,600

131,600

82,80082,800

754,200 2,736,900

0

026,915

165,600

26,915

240,200240,200

248,400

0

0480,500480,500

26,915 131,600

131,600

0

0

0

360,500

600,700480,500 720,700 360,500

360,500

0

470,600

938,500

467,900

470,600

467,900

938,500

1,831,860 1,831,860 0

04,1004,100

25

26  3 31

 1 4

24  4
 3

 1
3125

 1
31

 424
 325

 4
 325

24
31
 1

 4  1
31 325

24

固定資産税他

2,754,040

8,000,000

8,000,000

6,407,940

4,346,1004,346,100

大宮寝装　株式会社

平　

二
十
五
・
四
・
一
以
後
終
了
事
業
年
度
分

平
平

平
平

平
平

平
平

20



(10)

法

人

名

別
表
六

法　0301－0601

・ ・

・ ・
(一)

事
業
年
度

所得税額の控除に関する明細書

区 分

収 入 金 額 ① に つ い て 課 さ れ る
所 得 税 額

②のうち控除を受ける
所 得 税 額

預貯金の利子及び合同運用信託の収益の分配

公 社 債 の 利 子 等

剰余金の配当、利益の配当及び剰余金
の分配　（みなし配当等を除く｡）　　

集団投資信託(合同運用信託を除く。)の
収益の分配　　　　　　　　　　　　

そ の 他

計

① ② ③

1

2

3

4

5

6

円 円 円

公社債の利子等、剰余金の配当、利益の配当及び剰余金の分配又は集団投資
信託(合同運用信託を除く。)の収益の分配に係る控除を受ける所得税額の計算

銘 柄
収 入 金 額 所 得 税 額 利 子 配 当 等

の 計 算 期 間
(9)のうち元本
所 有 期 間

所 有 期 間 割 合
小数点以下3
位未満切上げ

控 除 を 受 け る
所 得 税 額
　(8)×(11)　

銘 柄
収 入 金 額 所 得 税 額

利 子 配 当 等 の
計 算 期 末 の 所
有 元 本 数 等

利 子 配 当 等 の
計 算 期 首 の 所
有 元 本 数 等

(15)－(16)
2又は12

マ イ ナ ス の
場 合 は 0 　

所有元本割合 (16)＋(17)
(15)

(小数点以下3位未満切上げ)

7 8 9 10 11 12

控 除 を 受 け る
所 得 税 額
　(14)×(18)　

円 円 月 月 円

円 円

13 14 15 16 17 18 19
円

そ の 他 に 係 る 控 除 を 受 け る 所 得 税 額 の 明 細

支払者の氏名又は法人名 支払者の住所又は所在地
支払を受けた
年 月 日

収 入 金 額 控除を受ける
所 得 税 額 参 考

20 21
円 円

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

計

個
別
法
に
よ
る
場
合

銘

柄

別

簡

便

法

に

よ

る

場

合

( 9 )

(１を超える場合は１)

御注意

以
後
源
泉
徴
収
さ
れ
た
「
所
得
税
及
び
復
興
特
別
所
得
税
」
に
つ
い
て
は
、
所
得
税
額
と
復
興
特
別
所
得
税
額
に
あ
ん
分
し
た
上
で
、
所
得
税
額
は
法
人
税
額
か
ら
、
復
興
特
別
所
得
税
額
は
復
興

特
別
法
人
税
額
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
控
除
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
復
興
特
別
所
得
税
額
に
つ
い
て
は
、
復
興
特
別
法
人
税
申
告
書
別
表
二
に
記
載
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
の
で
、
御
注
意
く
だ
さ
い
。

平
成
25
年
1
月
1
日

③ 大宮寝装　株式会社
25

 326

 4

31

 1

538,300

93,775

14,691

79,084

93,775

75,000 14,691

613,300

79,084

東京商会㈱ 75,000 14,691 14,69112 12 1.000

平　

二
十
五
・
四
・
一
以
後
終
了
事
業
年
度
分

21



左のうち益金の額に

44

(13)

法

人

名

別
表
八

法　0301－0801

・ ・

・ ・

事
業
年
度

受取配当等の益金不算入に関する
明細書

当年度実績により負債利子等の額を計算する場合

受 取 配 当 等 の 額

(45の計)

当 期 に支払う負債利 子等の額

連結法人に支払う負債利子等の額

計

総 資 産 価 額

期末その他株式等の 帳簿価額

受 取 配 当 等 の 額 か ら

(3)－(4)－(5)－(6)＋(7)

(34の計)

(36の計)＋(37の計)

控除する負債利子等の額
(8)×

受 取 配 当 等 の 額

(41の計)

期末関係法人株式等の帳簿価額

(35の計)

受 取 配 当 等 の 額 か ら

控除する負債利子等の額
(8)×

受 取 配 当 等 の 益 金 不 算 入 額

(1)＋((2)－(11))＋((12)－(14))×50％

12

3

4

8

9

13

14

2

10

11

15

関

係

法

人

株

式

等

負

債

利

子

等

の

額

の

計

算

の

額

の

計

算

負

債

利

子

等

基準年度実績により負債利子等の額を計算する場合

受 取 配 当 等 の 額
(45の計)

当 期 に 支 払 う 負 債 利 子 等 の 額

負

債

利

子

等

の

額

の

計

算

(23)の各事業年度のその他株式等に

負債利子
控除割合

(28) 小数点以下3

位未満切捨て

受取配当等の額から控除する負債利子等の額

(22)×(29)

受 取 配 当 等 の 額

(41の計)

同上の各事業年度の関係法人株式等に

係 る 負 債 利 子 等 の 額 の 合 計 額

負債利子
控除割合

(24) 小数点以下3

位未満切捨て

受取配当等の額から控除する負債利子等の額

(22)×(25)

受 取 配 当 等 の 益 金 不 算 入 額

27

18

23

28

29

30

17

24

25

26

31

関

係

法

人

株

式

等

負
債
利
子
等
の
額
の
計
算

円 円

円

円

当 年 度 実 績 に よ る 場 合 の 総 資 産 価 額 等 の 計 算

区 分 総資産の帳簿価額
連結法人に支払う負債利 総 資 産 価 額

前期末現在額

当期末現在額

計

32 33 34 36 3735
円 円 円 円 円 円

受 取 配 当 等 の 額 の 明 細

法 人 名 又 は 銘 柄

本 店 の 所 在 地 受 取 配 当 等 の 額
益金不算入の対象となる金額

43 45
円 円 円

計

そ

の

他

株

式

等

法 人 名 本 店 の 所 在 地
効 力 発 生
日 ま で の
保 有 期 間

保 有 割 合
受取配当等の額

左 の う ち 益 金 の 額 に 益金不算入の対象となる金額

39 40 41
円 円 円

計

( 9 )

(10)

(9)

(23)

(23)

子等の元本の負債の額等

算 入 さ れ る 金 額 (43)－(44)

算 入 さ れ る 金 額 ( 3 9 ) － ( 4 0 )

開始した各事業年度の負債利子等の額の合計額

法 人 名 本 店 の 所 在 地

計

38
円

受取配当等の額の計算期間
受 取 配 当 等 の 額

・ ・
・ ・

・ ・
・ ・

関

係

法

人

株

式

等

株 式 及 び 出 資 等
期末関係法人株式等
の 帳 簿 価 額

完全子法人株式等に係る受取配当等の額

(38の計)
1

係 る 負 債 利 子 等 の 額 の 合 計 額

完全子法人株式等に係る受取配当等の額

(38の計)
16

受益権の帳簿価額

×
50又は25

御注意

12

「　

」
欄
に
は
、
貸
借
対
照
表
に
計
上
さ
れ
て
い
る
特
別
償
却
準
備
金
及
び
圧
縮
記
帳
に
係
る
積
立
金
の
額
を
含
め
ま
す
。

33
「　

」
欄
は
、
証
券
投
資
信
託(

公
社
債
投
資
信
託
、
外
国
投
資
信
託
及
び
特
定
外
貨
建
等
証
券
投
資
信
託
を
除
き
ま
す
。)

の
収
益
の
分
配
に
つ
い
て
は
、
「　

」
欄
の
証
券
投
資
信
託
の
区
分
に
応
じ
、
そ
の
収
入
額
の

43

(一)

42

100

期 末 そ の 他 株 式 等 の 帳 簿 価 額

(32)－(33)

完
全
子
法
人
株
式
等

( )証券投信にあっては、特定株式投信・
外貨建等投信・その他投信の別 ( )その収入額×

100､50又は25
100

そ

の

他

株

式

等

そ

の

他

株

式

等

5

6

19

20

22

特 別 利 子 の 額

国外支配株主等に係る負債の利子等の損金不算入
額又は関連者等に係る支払利子等の損金不算入額
(別表十七(一)｢35｣と別表十七(二の二)｢25｣のうち多い金額)

特 別 利 子 の 額

国外支配株主等に係る負債の利子等の損金不算入
額又は関連者等に係る支払利子等の損金不算入額
(別表十七(一)｢35｣と別表十七(二の二)｢25｣のうち多い金額)

計
(18)－(19)－(20)＋(21)

平成22年4月1日から平成24年3月31日までの間に

(16)＋((17)－(26))＋((27)－(30))×50％

42

100

、

（
１ 

２
）
又
は

（
１ 

４
）
に
相
当
す
る
金
額
を
記
載
し
ま
す
。

100

50

100

25

100

超 過 利 子 額 の 損 金 算 入 額
(別表十七(二の三)｢10｣)

7

超 過 利 子 額 の 損 金 算 入 額
(別表十七(二の三)｢10｣)

21

① 25

26  3 31

 4  1
大宮寝装　株式会社

平　

二
十
五
・
四
・
一
以
後
終
了
事
業
年
度
分

75,000

3,480,700

9,065

750,000

3,480,700

287,959,902

32,967

125,980,810

161,979,092

0

0

0

750,000

0

750,000

287,959,902 287,959,902

161,979,092

125,980,810

75,000 75,000

75,000 75,000

東京商会㈱
東京都中央区日本
橋

22



25

3126  3

 4  1
大宮寝装　株式会社

平　

二
十
五
・
四
・
一
以
後
終
了
事
業
年
度
又
は
連
結
事
業
年
度
分

1,350,000 5,934,000

1,181,087

1,350,000 3,780,000

67,500

804,000

804,0003,780,000

2,281,745

256,500

5,934,000

689,832

689,832
114,168 1,125,032

2,281,745

410,826

690,683320,181

1,181,087
690,683

410,826

189,000

320,181

1,010,864

690,683 1,010,864320,181

67,13467,134

114,168
67,134

47,034

47,034

1,125,032
1,077,998

47,034

47,034

320,181 690,683
690,683320,181

0.343 0.369

平25･10

車輌運搬具

自動車 金属製

器具備品

貨物自動車

車輌運搬具 　合　　計　

3,406,777804,0001,871,770731,007

4 5

320,181 690,683 67,134 1,077,998

25,864 25,864

0.03217
67,134 67,134

731,007 804,000 3,406,7771,871,770

0.167

12

法

人

名

別
表
十
六

法　0301－1602

・ ・

・ ・

(二)

旧定率法又は定率法による減価償却

資産の償却額の計算に関する明細書
①

種 類
資

産

区

分

構 造

細 目

事業の用に供した年月

取得価額又は製作価額

圧縮記帳による積立金計上額

差 引 取 得 価 額
(7)－(8)

期末現在の積立金の額

積 立 金 の 期 中 取 崩 額

差 引 帳 簿 記 載 金 額

(10)－(11)－(12)

損金に計上した当期償却額

前期から繰り越した償却超過額

旧定率法の償却率

保 証 率

改 定 取 得 価 額

改 定 償 却 率

改 定 償 却 額

増 加 償 却 額
((26)又は(31))×割増率

合 計

償 却 不 足 額

（((40)－(43))と((36)＋(37))のうち少ない金額)

平  ・ ・  平  ・ ・

当 期 分 不 足 額

取
得
価
額

償

却

額

計

算

の

基

礎

と

な

る

額

当

期

分

の

普

通

償

却

限

度

額

等

当
期
分
の
償
却
限
度
額

償

却

超

過

額

特
別
償
却
不
足
額

内

訳

繰
越
額
の

翌
期
へ
の

備 考

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

円 円 円 円 円

年 年 年 年 年

円 円 円 円 円

条 条 条 条 条

円 円 円 円 円

( )
円
( )

円
( )

円
( )

円
( )

円

40

（((40)－(43))と(36)のうち少ない金額）

41

前期から繰り越した特別償却不
足額又は合併等特別償却不足額

事業年度

又は連結

事業年度

外 外 外 外 外

外 外 外 外 外

外△

外 外 外 外 外

外△ 外△ 外△ 外△

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

取 得 年 月 日

耐 用 年 数

償却額計算の対象となる
期末現在の帳簿記載金額

合 計
(13)＋(14)＋(15)

償却額計算の基礎となる金額
(16)－(17)

差 引 取 得 価 額 × ５ ％

(9)×
5
100

算 出 償 却 額
(18)×(20)

増 加 償 却 額

(21)×割増率

計
((21)＋(22))又は((18)－(19))

平
成　

年　

月　

日
以
前
取
得
分

19

(16)＞(19)
の 場 合

算 出 償 却 額

((19)－1円)×
60

(16)≦(19)
の 場 合

3

31

平

成　

年　

月　

日

以

後

取

得

分

定 率 法 の 償 却 率

調 整 前 償 却 額

19

4

1

(18)×(25)

償 却 保 証 額
(9)×(27)

(26)＜(28)
の 場 合

(29)×(30)

計
((26)又は(31))＋(32)

当期分の普通償却限度額等
(23)、(24)又は(33)

租税特別措置法
適 用 条 項

特別償却限度額

前期から繰り越した特別償却不
足額又は合併等特別償却不足額

(34)＋(36)＋(37)

当 期 償 却 額

差

引

(38)－(39)

償 却 超 過 額(39)－(38)

前 期 か ら の 繰 越 額

償却不足によるもの

積立金取崩しによるもの

認

容

額

当
期
損
金

差引合計翌期への繰越額
(41)＋(42)－(43)－(44)

翌期に繰り越すべき特別償却不足額

当期において切り捨てる特別償却
不足額又は合併等特別償却不足額

差引翌期への繰越額 (46)－(47)

適 格 組 織 再 編 成 に よ り 引 き 継 ぐ
べ き 合 併 等 特 別 償 却 不 足 額

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

円 円 円 円 円

円 円 円 円 円

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

特
別
償
却
又

は
割
増
償
却

に
よ
る
特
別

償
却
限
度
額

御 注 意

1

こ

の

表

に

は

、

減

価

償

却

資

産

の

耐

用

年

数

、

種

類

等

及

び

償

却

方

法

の

異

な

る

ご

と

に

ま

と

め

て

別

行

に

し

て

、

そ

の

合

計

額

を

記

載

で

き

ま

す

が

、　

平

成　

年　

月　

日

以

後

に

取

得

を

さ

れ

た

資

産

で

定

率

法

の

適

用

を

受

け

る

も

の

、　

当

期

の

中

途

で

事

業

の

用

に

供

し

た

資

産

又

は

資

本

的

支

出

、　

租

税

特

別

措

置

法

又

は

震

災

特

例

法

に

よ

る

特

別

償

却

の

規

定

の

適

用

を

受

け

る

資

産

に

つ

い

て

は

、

他

の

資

産

と

区

別

し

て

別

行

に

し

て

、

記

載

し

て

く

だ

さ

い

。

な

お

、

　

及

び

　

の

資

産

（

　

の

資

産

に

該

当

す

る

も

の

を

除

き

ま

す

。

）

の

「

　

」

欄

の

金

額

に

つ

い

て

は

、

耐

用

年

数

、

種

類

等

及

び

償

却

方

法

を

同

じ

く

す

る

他

の

資

産

の

金

額

と

通

算

し

て

「

　

」

欄

及

び

「

　

」

欄

の

金

額

を

記

載

で

き

ま

す

。

2

租

税

特

別

措

置

法

又

は

震

災

特

例

法

に

よ

る

特

別

償

却

の

規

定

の

適

用

を

受

け

る

場

合

に

は

、

「

特

別

償

却

限

度

額

の

計

算

に

関

す

る

付

表

」

を

添

付

し

て

く

だ

さ

い

。

(1)

19

4

1

(3)

(2)

(1)

(2)

(3)

38

40

41

外 外 外 外 外

項 項 項 項 項

23



法人税の所得金額（法人税の明細書(別表4)の(48)）又は個別
所得金額(法人税の明細書(別表4の2付表)の(56)）　 　　　

処理
事項

58

62

100

( )

47

49

51

53

5554

46

48

50

52

※ 整 理 番 号 事務所 区
分 法 人 番 号 申告区分

平成　　　年　　　月　　　日 ※
処
理
事
項

発 信 年 月 日
通信日付印 確認印 申告年月日

年 月 日

所在地

本県が支店等

の場合は本店

所在地と併記

(ふりがな)

法人名

(ふりがな)

代 表 者
自署押印

(電話　　　　－　　　　－　　　　)

経理責任者

自署押印

こ の 申 告 の 基 礎

法人税の
平成

年 月 日
の
修
正
申
告
・ ・ ・
更
正

決
定

再
更
正
による。

事 業 種 目
期 末 現 在 の 資 本 金 の 額
又 は 出 資 金 の 額

期 末 現 在 の 資 本 金 等 の 額

兆 十億 百万 千 円

平成 年 月 日から平成 年 月 日までの
事業年度分又は
連結事業年度分

の 申告書
※

摘 要 課 税 標 準 税率( ) 税 額

所

得

割

付
加
価
値
割

所 得 金 額 総 額

年 4 0 0 万円以下の
金額
年400万円を超え年
800万円以下の金額
年800万円を超える
金額

計 ＋ ＋34 35 36

軽減税率不適用法人
の金額

付加価値額総額

付 加 価 値 額

兆 十億 百万 千 円

兆 十億 百万 千 円

兆 十億 百万 千 円

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

合計事業税額 ＋37 40 又は ＋42 44

仮装経理に基づく 既に納付の確定した

租税条約の実施に係る この申告により納付すべき

－ － －45 46 47 48

49のうち見込納付額
差 引
－49 54

所
得
金
額
の
計
算
の
内
訳

加

算

減

算

所得金額（法人税の明細書(別表4)の(34)）又は個別所得
金額(法人税の明細書(別表4の2付表)の(43)）　　　　

損金の額又は個別帰属損金額に算入した所得税額

損金の額又は個別帰属損金額に算入した海外投資等
損失準備金勘定への繰入額
益金の額又は個別帰属益金額に算入した海外投資等
損失準備金勘定からの戻入額
外国の事業に帰属する所得以外の所得に対して課さ
れた外国法人税額

繰越欠損金額等若しくは災害損失金額又は債務免除等が
あった場合の欠損金額等の当期控除額

＋ ＋ － －仮計 65 66 67 68 69

33

0 0

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

58

60

62

64

決 算 確 定 の 日

この申告が中間申告

の場合の計算期間

法人税の申告書の種類申告期限の延長の処分
( 承 認 ) の 有 無 法人税事業税

翌期の中間申告の要否 国外関連者の有無

平成 　年 　月 　日

平成　 年 　月 　日から

平成 　年 　月 　日まで

青色 ・ その他有・無 有・無

要・否 有・無

法第15条の4の徴収猶予
を受けようとする税額 還

付

請

求

中 間 納 付 額

利 子 割 額

74

75

還付を受けようとする

金融機関及び支払方法

銀行 支店

口座番号(普通・当座)

(使途秘匿金税額等)

法人税法の規定によっ

て計算した法人税額

試験研究費の額に係る
法人税額の特別控除額

還付法人税額等の控除額

退職年金等積立金に係る

法人税額

課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額
＋ ＋ － ＋

２以上の道府県に事務所又は事業所
を有する法人における課税標準とな
る法人税額又は個別帰属法人税額　

1 2 3 4 5

( )
法 人 税 割 額

6 又は 7 × 100

外国の法人税等の額の控
除額

仮装経理に基づく法人税

割額の控除額

利子割額の控除額

(控除した金額 　)29

差引法人税割額

－ － －8 9 10 11

既に納付の確定した当期
分の法人税割額

租税条約の実施に係る法

人税割額の控除額

既還付請求利子割額が過

大である場合の納付額 ( )32

この申告により納付すべき法人
税割額 － － ＋12 13 14 15

均

等

割

額

算定期間中において事務所
等を有していた月数

円×
12

17

既に納付の確定した

当期分の均等割額

この申告により納付すべ

き均等割額 －18 19

この申告により納付すべ

き道府県民税額 ＋16 20

21のうち見込納付額

差 引 －21 22

東

京
都
に

申
告

す
る

場

合

の　
 

の

計

算

8

特別区分の課税標準
額

同上に対する税額
24 × 1 00

市町村分の課税標準

額

同上に対する税額
26 × 1 00

利
子
割
額
に
関
す
る
計
算

利 子 割 額

(控除されるべき額)
控 除 し た 金 額
(　－　－　と　のうち

少ない額)
8 9 10 28

控除することができ

なかった金額 －28 29

既に還付を請求した

利子割額
既還付請求利子割額が過
大である場合の納付額

－　　(　)31 30 15

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

兆 十億 百万 千 円

( )

兆 十億 百万 千 円

0 0 0

0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0

0 0 0

月

関
与
税
理
士

署

名

押

印

殿

（
事 

　
　

業 
　
　

税
）

第
六
号
様
式
（　

　
　

）

（
道 

府 

県 

民 

税
）

又は連結個別資本金等の額

道 府 県 民 税
事 業 税 の

法人税の当期の確定税額又は
連結法人税個別帰属支払額

兆 十億 百万 千 円

＋42 44＋ ＋38 40 ＋

49

の
内
訳

58

の
内
訳

所 得 割

資 本 割

56

兆 十億 百万 千 円

0 0

0 0

付加価値割

収 入 割

57

59

摘 要 課 税 標 準
十億兆 百万 千 円所 得 割 に 係 る

61

63

十億兆 百万 千 円

資

本

割

収

入

割

資本金等の額総額

資 本 金 等 の 額

収 入 金 額 総 額

収 入 金 額

0 0 0

0 0 0

兆 十億 百万 千 円

0 0

兆 十億 百万 千 円

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

65

66

67

68

69

70

71

72

73

円

)
(

電
話

利子割還付額の均等割への充当 希望する 希望しない

事業税額の控除額 当期分の事業税額

事業税額の控除額
事業税額

税率
100

税 額
兆 十億 百万 千 円

合計地方法人特別税額

（
地
方
法
人
特
別
税
）

（ ＋ ）56 57

地方法人特別税額

収 入 割 に 係 る

地方法人特別税額

仮 装 経 理 に 基 づ く

地方法人特別税額の控除額

租税条約の実施に係る

地方法人特別税額の控除額

のうち見込納付額

既に納付の確定した

当期分の地方法人特別税額

この申告により納付すべき
地方法人特別税額

－ － －59 60 61

6362－
差 引

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

地方法人特別税

( 解 散日現在の資本金の額
又 は 出資金 の額 )

( )

解 散 の 日 平成 　年 　月 　日 残余財産の最後の 平成 　年 　月 　日分配又は引渡しの日

国際戦略総合特別区域において機械等を
取得した場合等の法人税額の特別控除額

（ － ）70 71 32又は別表5

同上が１億円以下の普通法人のうち中小法人等に該当しないもの 非中小法人等

受付印
26 5 30

さいたま県税事務所長

さいたま市○○区常盤４－４－１１

048 338 0000
おおみやしんそう　かぶしきがいしゃ

大宮寝装　株式会社
おおみや　いちろう

寝装具卸売業

確　定

26 5 28

提
出
用

25  4  1 26  3 31

2 0 0 0 0 0 0 0

2 0 0 0 0 0 0 0

3 8 2 7 0 1 0

1 9 1 3 5 0

2 6 9 1 5

1 3 1 6 0 0

2 6 9 1 5

2 6 9 1 5

0

1 8 3 0 2 0 3 6

1 8 3 0 2 0 3 6

1 8 3 0 2 0 3 6

5 5 5 5 0 0

1 8 3 0 2 0 3 6

1 2

5.00

3 8 2 7

4 0 0 0

4 0 0 0

1 0 3 0 2

1 8 3 0 2

1 0 8 0

1 6 0 0

5 4 6 0

8 1 4 0

5 5 5 5

8 1 4 0

2 5 8 5

1 6 4 4

5 7 8

1 0 6 6

1 3 1 6

2 5 0

2 5 0

5 0 0

2.7000

4.0000

5.3000

50,000

5 5 5 5

4 4 9 9 0 0

3,733,200

8 1 4 0 6 5 9 381.000

2 0 9 4

6 5 9 3

4 4 9 9
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事業年度分又は

(　)

第
二
十
号
様
式
（　

　
　

）

※　
処理
事項

整 理 番 号 事務所区分 法 人 番 号 申告区分

申告年月日

年 月 日

この申告の基礎

※

期末現在の資本金の額

期末現在の資本金等の額

申告書

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

平成

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭ ⑮

⑯

⑰

⑱

⑲

⑳

⑭月

0 0 0

0 0 0

00

00

00

00

00

00

00

21 22 23

要 ･ 否

有 ･ 無

翌期の中間申

法人税の申告

※
区ｺｰﾄﾞ 月数 従業者数 均等割額

00

00

00

00

00

00

00

00

期限の延長の
処 分 の 有 無

告の要否

受付印
平成 年 月 日

発 信 年 月 日
通 信 日 付 印 確認印

1.  法人税の平成 年 月 日

の修正申告書の提出による。

年 月 日

の更正・決定・再更正による。

事 業 種 目

所在地

本市町村が
支店等の場
合は本店所
在地と併記

法人名

(ふりがな)

(ふりがな)

代表者
氏名印

（電話　　　　　　－　　　　　　－　　　　　　）

年 月 日から平成 日までの年 月

摘 要

（ 使 途 秘 匿 金 税 額 等 ）

法人税法の規定によって計算した法人税額

試験研究費の額に係る法人税額の特別控除額

国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合等の法人税額の特別控除額

還付法人税額等の控除額

退職年金等積立金に係る法人税額

課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額及びその法人税割額

２以上の市町村に事務所又は事業所を有する法人における課税標準
となる法人税額又は個別帰属法人税額及びその法人税割額　　　　

①＋②＋③－④＋⑤

⑥
21

（　 　×　　）22

外国の法人税等の額の控除額

仮装経理に基づく法人税割額の控除額

差引法人税割額　⑥－⑧－⑨又は⑦－⑧－⑨

既に納付の確定した当期分の法人税割額

租税条約の実施に係る法人税割額の控除額

この申告により納付すべき法人税割額　⑩－⑪－⑫

算定期間中において事務所等を有していた月数

既に納付の確定した当期分の均等割額

この申告により納付すべき均等割額　⑮－⑯

この申告により納付すべき市町村民税額　⑬＋⑰

⑱のうち見込納付額

差 引 ⑱－⑲

課 税 標 準
法 人 税 割 額

税率 100 税 額

12
円×

当該市町村内に所在する事務所、事業所又は寮等

名 称 事務所、事業所又は寮等の所在地

分 割 基 準

当該法人の全従業者数
左 の う ち 当 該 市 町
村 分 の 従 業 者 数

当該市町村分の均等

合 計

決算確定の日 法人税の申告

こ の 申 告 が
中 間 申 告 の

とする金融機関

還付を受けよう

及 び 支 払 方 法

還 付 請 求 税 額

法第15条の4の徴収猶予を受けようとする税額

平成　　年　　月　　日
青色・その他

平成　　年　　月　　日から

平成　　年　　月　　日まで

銀行

関 与 税 理 士

支店

口座番号（普通・当座）

（電話　　　　－　　　　－　　　　）

均
等
割
額

経理責任者

氏 名

場

合

の

⑮

の

計

算

指

定

都

市

に

申

告

す

る

※
処
理
事
項

兆　　　十億 百万　　　　千　　　　円

千 　 　 　 円十億 百万

千　　　円十億 百万

千　　　円十億 百万

（ 　 　 ）

人 人

人 円

殿

区 名

署 名 押 印

人

割の税率適用区分に
用 い る 従 業 者 数

又 は 出 資 金 の 額

2 .  法人税の平成

又は連結個別資本金等の額

の市町村民税の
連結事業年度分

場 合 の 計 算 期 間

書の種類
解 散 の 日 平成　　年　　月　　日

残 余 財 産 の 最 後 の 分
平成　　年　　月　　日配 又 は 引 渡 し の 日

2 5  4  1 2 6  3 3 1

寝装具卸売業

2 0 0 0 0 0 0 0

2 0 0 0 0 0 0 0

提
出
用

26 5 30

さいたま市○○区長

さいたま市○○区常盤４－４－１１

048 338 0000
おおみやしんそう　かぶしきがいしゃ

大宮寝装　株式会社

おおみや　いちろう

大宮　一郎

確　定

3 8 2 7 0 1 0

4 7 0 7 2 1

4 7 0 7

3 6 0 5 0 0

1 7 5 2

2 9 5 5

1 3 0 0

6 5 0

6 5 0

3 6 0 5

3 8 2 7 12.300

本社 さいたま市○○区常盤４－４－１１ 6 6

6 6 6

○○区 1 2 6 1 3 0 0

26 5 28
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（2）評価明細書第 5表への各科目の記載要領 
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出典：財団法人 大蔵財務協会「平成 21 年版相続税・贈与税のための有価証券の評価」を一部改編の上掲載 

 

 

評価明細書第５表への各科目の記載要領 

 

１ 資産の部 

（評基通：財産評価基本通達（昭 39.4.25 直資 56外を指す） 

科 目 相 続 税 評 価 額 帳 簿 価 額 

現 金  決算上の帳簿価額を記載します。 

 決算上の帳簿価額を記載します。 

預 貯 金  決算上の帳簿価額に課税時期現在に

おいて解約するとした場合の既経過利

子の額（当該金額に係る源泉所得税相当

額控除後のもの）を加算します。 

（評基通 203） 

受 取 手 形 

売 掛 金 

未 収 入 金 

 決算上の帳簿価額から課税時期現在

における回収不能額を減算します。 

（評基通 204・205・206） 

貸 付 金  決算上の帳簿価額に次の金額を加算

又は減算します。 

① 課税時期現在における既経過利子

を加算します。 

（評基通 204） 

② 課税時期現在における回収不能額

を減算します。 

（評基通 205） 

前 渡 金 

仮 払 金 

 決算上の帳簿価額を記載します。 

 財産性のないものは記載しません。 

前 払 費 用  財産性のある前払地代等の未経過分

は決算上の帳簿価額を記載し、財産性の

ない前払火災保険料等は記載しません。 

 相続税評価額に同じ。 

商 品 

製 品 

半 製 品 

仕 掛 品 

原 材 料 

貯 蔵 品 

 たな卸商品等として評価します。 

（評基通 132・133） 

 決算上の帳簿価額を記載します。 

土 地  課税時期の属する年分の財産評価基

準により評価します。ただし、課税時期

前３年以内に取得したものは、課税時期

における通常の取引価額を記載します。 

 決算上の帳簿価額に次の金額を加算

又は減算します。 

① 土地圧縮記帳引当金の額（法人税申 

告書別表十三（五）「18」）を減算しま 

29



出典：財団法人 大蔵財務協会「平成 21 年版相続税・贈与税のための有価証券の評価」を一部改編の上掲載 

 

 

科 目 相 続 税 評 価 額 帳 簿 価 額 

（借地権及び建物についても同様の取

り扱いとなります。） 

す。 

② 土地圧縮限度超過額（法人税申告書 

別表十三（五）「25」）を加算します。 

借 地 権  課税時期の属する年分の財産評価基

準により評価します。 

① 有償取得のものは決算上の帳簿価額 

を記載します。 

② 無償取得のものは「0」と記載しま 

す。 

建 物  評基通 89・91・93 により評価します。 決算上の帳簿価額に次の金額を加算

又は減算します。 

① 減価償却累計額の額を減算します。 

② 減価償却超過額（法人税申告書別表 

十六（一）「41」又は十六（二）「45」）」 

の額を加算します。 

（注） 次の科目がある場合は、上記 

の金額に次の金額を加算又は 

減算します。 

   ① 圧縮記帳引当金の額（法人税 

申告書別表十三（五）「18」）を 

減算します。 

   ② 圧縮限度超過額（法人税申告 

書別表十三（五）「25」）を加算 

します。 

構 築 物  評基通 97 により評価します。 

船 舶  評基通 136 により評価します。 

車 両 運 搬 具 

什 器 備 品 

機 械 装 置 

評基通 129 により評価します。 

借 家 権 権利金等の名称をもって取引される

慣行のあるもののみ評価します。 

（評基通 94） 

 決算上の帳簿価額を記載します。 

重要産業用機械 評基通 129 により評価します。  決算上の帳簿価額から次の金額を減

算します。 

① 減価償却累計額の額 

② 重要産業用機械特別償却準備金の 

額（法人税申告書別表十六（九）「19」） 

有 価 証 券 評基通 168から評基通 202までにより

評価します。 

 決算上の帳簿価額を記載します。 

ゴ ル フ 会 員 権 評基通 211 により評価します。 

特 許 権 

実 用 新 案 権 

意 匠 権 

① 権利者が自ら特許発明を実施して 

いる場合 

 営業権として一括評価するため、記 

相続税評価額に同じ 
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出典：財団法人 大蔵財務協会「平成 21 年版相続税・贈与税のための有価証券の評価」を一部改編の上掲載 

 

 

科 目 相 続 税 評 価 額 帳 簿 価 額 

商 標 権 載しません。 

② 上記以外の場合 

  将来受ける補償金の額の基準年利

率による複利現価の額によります。 

（評基通 140～147） 

出 版 権 

漁 業 権 

 営業権として一括評価するため、記載

しません。 

（評基通 154・163） 

営 業 権  評基通 165・166 により評価します。  特許権・実用新案権・意匠権・商標権・

出版権及び漁業権を含めた決算上の帳

簿価額の合計額を記載します。 

 （注） 相続税評価額が「0」の場合 

であっても、決算上の帳簿価額 

がある場合には、その金額を記 

載します。 

鉱 業 権  評基通 156 により評価します。 決算上の帳簿価額を記載します。 

採 石 権  評基通 160 により評価します。 

著 作 権  評基通 148 により評価します。 

電 話 加 入 権  評基通 161・162 により評価します。 

未 収 利 息 

未 収 地 代 

 決算上の帳簿価額を記載します。 

創 立 費 

開 業 費 

新 株 発 行 費 

株 式 交 付 費 

社 債 発 行 費 

社 債 発 行 差 金 

開 発 費 

試 験 研 修 費 

建 設 利 息 

繰 延 税 金 資 産 

 財産性のない繰延資産は記載しませ

ん。 

相続税評価額に同じ。 

生 命 保 険 金 

請 求 権 

 決算上の帳簿価額を記載します。 

（35ページ＜参考：生命保険金請求権＞

を参照）  
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出典：財団法人 大蔵財務協会「平成 21 年版相続税・贈与税のための有価証券の評価」を一部改編の上掲載 

 

 

２ 負債の部 

 

科 目 相 続 税 評 価 額 帳 簿 価 額 

支 払 手 形 

買 掛 金 

未 払 金 

未 払 費 用 

前 受 金 

仮 受 金 

預 り 金 

保 証 金 

前 受 収 益 

社 債 

借 入 金 

 決算上の帳簿価額を記載します。 

（無利息債務等に該当する場合は、帳簿

価額から経済的利益の金額を減算しま

す。） 

 相続税評価額に同じ。 

貸 倒 引 当 金 

返品調整引当金 

賞 与 引 当 金 

特別修繕引当金 

製品保証引当金 

納 税 引 当 金 

 純資産価額及び評価差益の計算上負

債に該当しないので記載しません。 

退職給与引当金  平成14年改正法人税法附則第8条第2

項及び第3項適用後の退職給与引当金勘

定の金額（法人税申告書別表十一（三）

「26」）を記載します。 

各科目の圧縮記帳引当金 

特別償却引当金 

各科目の減価償却累計額 

 記載しません。  記載しません。 

中小企業海外市場開拓準備金 

公害防止準備金 

証券取引責任準備金 

商品取引責任準備金 

違約損失補償準備金 

異常危険準備金 

計画造林準備金 

繰 延 税 金 負 債 

 記載しません。  記載しません。 

未 納 法 人 税 

未納都道府県民税 

 課税時期の属する事業年度に係る法

人税額等のうち、その事業年度開始の日
 相続税評価額に同じ。 
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出典：財団法人 大蔵財務協会「平成 21 年版相続税・贈与税のための有価証券の評価」を一部改編の上掲載 

 

 

科 目 相 続 税 評 価 額 帳 簿 価 額 

未 納 市 民 税 

未 納 事 業 税 

未 納 消 費 税 

から課税時期までの期間に対応する金

額は負債として記載します。 

 （注）1 課税時期において仮決算を 

行わず直前期末現在の資産 

及び負債を基に1株当たりの 

純資産価額を計算する場合 

には、上記の未納法人税、未 

納都道府県民税、未納市民 

税、未納事業税、未納消費税 

は負債としません。 

    2 課税時期において仮決算を 

行わず直前期末現在の資産 

及び負債を基にして1株当た 

りの純資産価額を計算する 

場合であっても、直前期の事 

業年度に係る次の金額は負 

債とします。 

 未納法人税額（法人税申告 

書別表五（二）「3の⑥」及 

び「4の⑥」）、未納都道府 

県民税額（法人税申告書別表 

五（二）「9の⑥」、「10の 

⑥」）、未納市町村民税（法 

人税申告書別表五（二）「14 

の⑥」及び「15の⑥」）及び 

未納事業税額（法人税申告書 

別表五（二）「19 の⑥」）の 

金額の事業税申告書「第 6号 

様式の○49（この申告により納 

付すべき事業税額がある場 

合に限ります。）」の合計額）、 

未納消費税（消費税申告書一 

般用○26）」。 

未納固定資産税 

未納都市計画税 

（仮決算を行う場合） 

 課税時期以前に賦課期日のあった固

定資産税及び都市計画税の税額のうち、
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出典：財団法人 大蔵財務協会「平成 21 年版相続税・贈与税のための有価証券の評価」を一部改編の上掲載 

 

 

科 目 相 続 税 評 価 額 帳 簿 価 額 

未払いとなっているもの（帳簿に負債と

しての記載がない場合でも負債としま

す。） 

（仮決算を行わない場合） 

 直前期末日以前に賦課期日のあった

固定資産税及び都市計画税の税額のう

ち、未払いとなっている金額 

 （注） 固定資産税の賦課期日は毎年 

1 月 1日とされています。 

（地方税法第 359 条） 

未 払 配 当 金 （仮決算を行う場合） 

 課税時期において確定している金額

のうち、未払いとなっている金額は負債

とします。 

（仮決算を行わない場合） 

 課税時期までの間に確定した配当金

については負債とします。 

（注） 課税時期において、配当期待 

権が発生している場合には、株 

式の価額の修正が必要となり 

ます。 

 相続税評価額に同じ。 

未 払 退 職 金  被相続人の死亡により相続人に対し

て支給することが確定した退職手当金、

功労金等の金額を負債として記載しま

す。 

未 払 弔 慰 金  弔慰金のうち、相続税法第 3条第 1項

第2号に規定する退職手当金等に該当す

るものについては負債とします。 

資 本 金 

資 本 剰 余 金 

利 益 準 備 金 

別 途 積 立 金 

退 職 給 与 

積 立 金 

繰 越 利 益 

剰 余 金 

記載しません。 記載しません。 
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出典：財団法人 大蔵財務協会「平成 21 年版相続税・贈与税のための有価証券の評価」を一部改編の上掲載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：国税庁ホームページ タックスアンサーよりを一部改編の上掲載 

＜参考：生命保険契約に関する権利の評価＞ 
タックスアンサー 財産の評価 相続財産や贈与財産の評価 No.4660 

１、相続開始の時において、まだ保険事故が発生していない生命保険契約に関する権利の価額は、相

続開始の時においてその契約を解約するとした場合に支払われることとなる解約返戻金の額によ

って評価します。なお、解約返戻金のほかに支払われることとなる前納保険料の金額、剰余金の分

配額等がある場合にはこれらの金額を加算し、解約返戻金の額につき源泉徴収されるべき所得税の

額に相当する金額がある場合には、その金額を差し引いた金額により生命保険契約に関する権利の

価額を評価することとなります。 
（注 1） 生命保険契約には、これに類する共済契約で一定のものが含まれます。 
（注 2） いわゆる掛け捨てで解約返戻金のないものは評価しません。 

 
２、解約返戻金相当額がわからないときは、契約先である生命保険会社などに照会し、確認してくだ

さい。なお、生命保険会社などへ照会する場合には、あらかじめ時間的な余裕をもって照会する必

要があります。 
 

（評基通 214） 

＜参考：生命保険金請求権＞  

 被相続人の死亡を保険事故として、評価会社が取得する生命保険金請求権については、保険事故発生

によりその請求権が具体的に発生するものですから、純資産価額（相続税価額によって計算した金額）

の計算上資産として計上します。この場合の生命保険請求権の帳簿価額は相続税評価額と同額を計上す

ることとし、評価差益の計算には影響させません。その一方で取得する生命保険金額（この生命保険を

原資として被相続人に対する死亡退職手当金を支払った場合には、その生命保険金から支払った退職手

当金等の金額を控除した残額）に係る保険差益について、将来法人税等が課されることになります。こ

の場合その法人税額等については評基通 186-2 に定める法人税額等の割合に準じて計算した額を負債と

して計算します。 
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（3）類似業種比準価格計算上の業種目及び業種目別株価等（平成 27年分） 
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類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等　（平成27年分）　

B C D

配当金額 利益金額
簿価純資
産価額

平成26年

平均
小分類

54 5.8 20 378 318 343 342 340 360

55 3.4 10 275 212 233 231 222 237
56 8.4 33 491 437 466 466 471 495
57 4.2 27 186 382 400 402 410 420
58 4.3 27 186 347 369 370 380 387

ソフトウェア業 59 3.9 25 176 320 343 344 355 353

情報処理・提供
サービス業

60 5.1 34 206 415 435 438 449 474

61 2.8 25 114 543 542 548 547 576

62 3.7 25 209 278 306 308 312 313

63 8.0 30 394 434 459 461 464 470

64 3.4 22 236 214 228 234 246 260
65 2.3 11 127 214 241 239 249 265
66 3.7 19 268 166 170 175 181 190

67 5.1 33 296 334 343 354 397 436

68 3.1 24 234 185 208 211 218 225

69 2.7 22 245 209 222 230 235 241

70 3.7 21 220 199 215 219 219 226
71 5.1 17 143 209 219 217 212 227

72 4.7 16 233 192 205 203 203 214

73 3.4 18 265 193 203 213 217 218

農畜産物・水産
物卸売業

74 2.4 10 213 134 139 142 143 146

食料・飲料卸売
業

75 4.2 26 321 247 261 277 284 281

76 3.5 22 226 211 234 233 225 231

化学製品卸売業 77 6.0 28 290 282 278 283 281 287
その他の建築材
料,鉱物・金属
材料等卸売業

78 2.8 20 209 192 223 219 210 216

79 3.6 24 218 206 219 228 233 244

産業機械器具卸
売業

80 3.8 27 249 237 259 270 283 304

電気機械器具卸
売業

81 3.2 17 186 162 174 181 182 186

その他の機械器
具卸売業

82 4.4 38 256 273 278 288 291 309

83 3.5 20 207 177 194 193 189 188

国税庁ホームページ「平成27年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について
（法令解釈通達）」（平成２７年８月４日付改正分まで更新）より抜粋しました

卸売業
各種商品卸売業

繊維・衣服等卸売
業

飲食料品卸売業

建築材料,鉱物・金
属材料等卸売業

その他の卸売業

機械器具卸売業

インターネット附
随サービス業

映像・音声・文字
情報制作業

運輸業,郵便業
鉄道業
道路貨物運送業

水運業

運輸に附帯する
サービス業

その他の情報通信
業

その他の運輸業,郵
便業

電気・ガス・熱供給・
水道業

電気業
ガス業

情報通信業
情報サービス業

中分類

業種目 A（株価）

大分類
番
号

26年
11月分

12月分
27年
1月分

2月分

38



（単位：円）

54 365 376 398 408

55 231 243 273 287
56 515 523 537 543
57 439 463 472 498
58 398 410 422 443

59 361 373 389 408

60 490 502 504 531

61 619 692 692 753

62 337 353 361 367

63 489 511 510 511

64 269 269 271 275
65 278 270 270 274
66 201 205 210 212

67 441 445 444 450

68 230 228 238 249

69 252 251 249 247

70 234 240 244 252
71 238 242 249 255

72 215 220 222 232

73 221 224 227 235

74 149 148 150 155

75 284 290 294 306

76 233 234 240 246

77 295 297 307 311

78 216 217 222 228

79 258 267 273 281

80 332 353 352 367

81 194 197 204 210

82 317 322 334 341

83 196 199 200 208

(注)  「A（株価）」は、業種目ごとに平成27年分の標本会社の株価を基に計算していますので、標本会
社が平成26年分のものと異なる業種目については、平成26年11月分及び12月分の金額は、平成26年
分の評価に適用する平成26年11月分及び12月分の金額とは異なることに留意してください。また、
平成26年平均についても、平成27年分の標本会社を基に計算しています。

番号

A（株価）

27年
3月分

4月分 5月分 6月分
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（4）用語解説（取引相場のない株式の評価明細書） 
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用語解説　（取引相場のない株式の評価明細書） 
（出典：「詳説　自社株評価Ｑ＆Ａ」　清文社）

評価明細書 第１表の１　関連

1 「同族株主」の範囲 「同族株主」とは、評価会社の株主のうち、課税時期において株主の１人及びその同族関
係者の有する議決権の合計数が、その会社の議決権総数の３０％以上である場合における
その株主及びその同族関係者をいう。この場合の「株主の１人」は、納税義務者に限らな
い。株主のうちのいずれか１人を中心にして判定したときに納税義務者を含むグループが
「同族株主」に該当する場合には、その納税義務者は「同族株主」に該当することとな
る。ただし、評価会社の株主のうち、株主の１人及びその同族関係者の有する議決権の合
計数が評価会社の議決権総数の５０％超を占めるグループがある場合には、その議決権総
数の５０％超を占めるグループの株主だけが「同族株主」となる。この場合、その他の株
主は、たとえ３０％以上のグループに属する場合であっても「同族株主」には該当しな
い。

2 中心的な同族株主 「中心的な同族株主」とは、同族会社のいる会社の株主で、課税時期において同族株主の
１人並びにその株主の配偶者、直系血族、兄弟姉妹及び１親等の姻族（これらの者の特別
同族関係法人（これらの者の同族関係者である会社のうち、これらの者が有する議決権の
合計数がその会社の議決権総数の２５％以上である会社）を含む。）の有する議決権の合
計数がその会社の議決権総数の２５％以上である場合におけるその株主をいう。

評価明細書 第１表の２　関連

3 取引相場のない株式の
価額の評価方法

取引相場のない株式の価額は、評価しようとするその株式の発行会社（以下「評価会社」
という）がこの第１表の２の大会社、中会社又は小会社のいずれに該当するかに応じて、
それぞれの定めによって評価する。

4 総資産価額（帳簿価額
によって計算した金
額）

課税時期の直前に終了した事業年度の末日における評価会社の各資産の帳簿価額の合計額
である。

5 従業員数 継続勤務従業員の数に、直前期末以前１年間において評価会社に勤務していた従業員（継
続勤務従業員を除く）のその１年間における労働時間の合計時間数を1,800時間で除して求
めた数を加算した数として算出する。

6 直前期末以前1年間
における取引金額

その期間における評価会社の目的とする事業に係る収入金額である。

評価明細書 第３表　関連

7 原則的評価方式による
評価方法

原則的評価方式による取引相場のない株式は、一般の評価会社と、特定の評価会社とに区
分して評価する。一般の評価会社については、前述の会社規模（大・中・小）に応じて評
価方法が異なるが、特定の評価会社については、原則として会社規模に関わりなく、一律
に評価方法が定められている。

8 大会社の評価方法の
考え方

大会社には、規模・内容ともに上場会社に匹敵する会社が多く、その株式が取引されると
すれば、上場株式等に準じた要因による価格形成が想定されることから、評価についても
現実の市場で流通している株式の価額に比準して行うことが合理的と考えられる。
　そのため、原則として類似業種比準価額方式が採用されることになるが、類似業種比準
価額は仮定計算であるため、評価の安全性を考慮して、現実的資産価値ともいえる１株当
たりの純資産価額を基に計算することを容認している。

9 中会社の評価方法の
考え方

中会社は、大会社と小会社の双方の要素を併せ持つと考えられるので、評価に当たって
は、収益性や配当性向を加味した類似業種比準価額（大会社に適した評価）と現実的財産
価値評価である純資産価額（小会社に適した評価）とを併用して計算する。中会社は規模
によって更に３種類に区分し、Ｌの割合を0.90、0.75、0.6とすることで、大会社に近いも
のには類似業種比準価額を、小会社に近いものには純資産価額をより加重配分する。算式
中、類似業種比準価額に代えて純資産価額の適用を認めているのは、類似業種比準価額が
仮定計算であるために、現実計算である純資産価額をもって評価の安全性を確保するとい
う、大会社の評価の場合と同じ理由による。
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用語解説　（取引相場のない株式の評価明細書） 
（出典：「詳説　自社株評価Ｑ＆Ａ」　清文社）

評価明細書 第１表の１　関連

10 小会社の評価方法の
考え方

小会社は、一般的には事業規模・経営実態ともに個人企業と類似しているものが多いと考
えられる。このような小規模な会社の株主は、株式保有を通じて会社の財産を支配してい
るという性質が強いことから、株式の評価においても、評価会社の正味財産（純資産）に
着目した評価方法が採用されている。また、選択によって類似業種比準価額の要素を50％
加味することが認められているのは、純資産価額方式が一時点の財産状態にのみ着目して
計算され、収益性や配当性向を全く加味していないことから、収益性等も考慮した類似業
種比準価額と純資産価額とを同じ割合で混合させて評価することも、合理的と考えられる
からである。つまり、類似業種比準価額を50％加味することで、規模的には個人事業者と
大差ないとは言えども、会社組織で事業活動を行う会社に対する株式評価上の均衡を保っ
ているといえる。

11 配当還元方式による
評価方法

同族株主等以外の株主及び同族株主等のうち少数株式所有者が取得した株式については、
その株式の発行会社が大会社であるか、中会社であるか、また、小会社であるかの会社規
模にかかわらず、配当還元方式で計算した金額（配当還元価額）によって評価する。さら
に、特定の評価会社のうち、例えば、比準要素数１の会社、株式保有特定会社、土地保有
特定会社又は開業後3年未満の会社等に該当する場合には、同族株主等以外の株主が取得し
た株式については、配当還元方式によって評価する。ただし、特定の評価会社であって
も、「開業前又は休業中の会社の株式」及び「精算中の会社の株式」については、この配
当還元方式を適用することはできない。
　同族株主等以外の株主等が取得した株式については、原則として、直前期末以前2年間の
剰余金の配当金額を基とする配当還元方式により評価することとしている。ただし、その
配当還元価額が、その株式について同族株主等が取得した場合に適用される原則的評価方
法によって評価した金額を超えることとなる場合には、その原則的評価方法によって計算
した金額により評価する。つまり、配当還元価額＞原則的評価方式による評価額の場合に
は、原則的評価方式による評価額となる。これは、会社の支配権を有する同族株主等の所
有する株式の価額に比して、支配権を有しない同族株主等以外の株主の所有する株式の価
額のほうが低くなるのが通常であるからである。また、一般的にも配当還元方式による評
価額の方が原則的評価方法による評価額を下回るものと考えられるが、例えば、収益力を
無視して異常な高額配当を行っている場合などには、適正な評価額が算定されず、評価の
公正を損なう結果となることから採られた措置であると考えられている。

評価明細書 第４表　関連

12 類似業種比準方式 類似業種比準方式とは、評価しようとする取引相場のない株式の発行会社と事業内容が類
似する業種目に属する複数の上場会社（以下「類似業種」という）の株価の平均値に、評
価会社と類似業種の１株当たりの配当金額、１株当たりの年利益金額及び１株当たりの純
資産価額の比準割合を乗じて、取引相場のない株式の価額を求める評価方式である。
　株式の価格形成要因には、１株当たりの配当金額、１株当たりの年利益金額及び１株当
たりの純資産価額はもちろんのこと、事業の内容、その将来性、資本系列、経営者の手
腕、業界の経済的環境等、様々な要因が考えられる。株式評価に当たっては、これらの株
価形成要因のすべてを考慮することが望ましいが、計算が煩雑となることや、計数化して
捉えることが困難なものもある。そこで、類似業種比準方式においては、最も基本的な株
価形成要因である、１株当たりの配当性、１株当たりの収益性及び１株当たりの資産性の
３要素を基として比準計算した価額によることとしている。
　なお、類似業種比準方式による株式の価額は、株式の様々な価格形成要因のうち基本的
な３つを比準要素としていること、現実の取引市場を有していない株式の評価であること
などの理由から、評価の安全性を図るために、比準価額に斟酌を加え、大会社については
比準価額の70％相当額、中会社については比準価額の60％相当額、小会社については比準
価額の50％で評価することとしている。

評価明細書 第５表　関連

13 1株当たりの純資産価額
（帳簿によって計算し
た金額）の計算におけ
る「資本金等の額」及
び「利益積立金額」

直前期末における法人税法2条（定義）16号に規定する資本金等の額及び同条18号に規定す
る利益積立金額である。
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